
実施期間　１月14日㈬～２月13日㈮
閲覧場所　町ホームページ、環境課窓口、行政情報コーナー
　　　　　（役場本庁舎１階）、すぎとピア、各公民館、杉戸町
　　　　　�コミュニティセンター、生涯学習センター、エコ・
　　　　　スポいずみ、深輪産業団地地区センター、高野農村センター（施設の閉庁時間、閉館日を除く）

提出先・問合せ 　�〒345-0001 杉戸町大字木津内577番地 
　　　　　　　　  環境課（環境センター内）廃棄物担当・環境保全担当 ☎（38）0401
　　　　　　　　  FAX（38）0651、✉kankyo@town.sugito.lg.jp

パブリックコメントを実施します みなさんのご意見をお寄せください

杉戸町一般廃棄物処理基本計画（素案） 　本計画は、ごみの減量化、資源化および水環
境の保全を計画的に推進するため、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」第６条の規定に基づ
き市町村が定める計画です。今回は、令和８年
度から令和22年度までの15年間を計画期間とす
る計画案について意見を募集します。

■ご意見の取り扱い
◦�ご意見は必要に応じて反映させていただきます。
◦�ご意見の個別回答や書類等の返却はしませんの

でご了承ください。
◦�意見募集結果の公表に際し、ご意見の内容以外
（住所・氏名等）は公表しません。

■ご意見の提出方法
◦�町ホームページから電子申請による提出
◦�住所・氏名・電話番号を明記し、提出先

へ持参・郵送・FAX・電子メールによる提出
※�電話等による口頭でのご意見はお受けできませんの

で、ご了承ください。

民生委員・児童委員・主任児童委員の皆さんを紹介します 　　　　福祉課
社会福祉担当 内線263
問合せ

　民生委員・児童委員・主任児童委員は、厚生労働大臣・埼玉県知事から委嘱された非常勤の地方公務員です。地
域においてさまざまな福祉活動を行う無償ボランティアであり、地域の身近な相談役として、また、福祉需要に応
じたサービスが得られるように『行政につなぐパイプ役』として活動しています。

◇民生委員・児童委員
　それぞれの担当地域が決められており、任期は３
年で再任も可能です。今回は、令和７年12月１日に
全国の民生委員・児童委員が改選されました。

◇地域住民からの相談への対応
　高齢者や障がい者、子育て世帯など、地域住民からの生
活上のさまざまな相談に応じ、その内容に応じて行政によ
る支援につないだり、適切な福祉サービスの紹介などを行
なったりして、課題解決に協力しています。

◇こどもたちの安全を守るための活動
　こどもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよ
う、登下校時のこどもたちの見守りや声かけ、また通学路
周辺のパトロール活動などにも協力しています。

◇高齢者、障がい者世帯等の訪問、見守り
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者世帯等
を定期的に訪問し、相談に応じ、体調の悪化や犯罪被害防
止等のための見守りを行います。

◇行政からの要請に基づく調査協力等
◇学校活動への協力
◇災害時要援護者の支援態勢づくり
◇委員相互の交流や情報交換、研修等

◇主任児童委員
　担当区域を持つ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関
することを専門的に担当しています。主任児童委員は、民生委
員・児童委員の中から厚生労働大臣の指名を受けています。

■民生委員・児童委員・主任児童委員とは？

■主な活動事例

■民生委員・児童委員・主任児童委員（敬称略）　任期　令和７年12月１日～令和10年11月30日
氏名 担当区域

藤田康子 大字下野
大久保佐知子 高野台西１､ ２丁目
細田道人 高野台西１､ ２丁目
山崎由美 高野台西３丁目

（調整中） 高野台西４丁目
南雲貴美子 高野台西５丁目
山本かおる 高野台西６丁目（ベリアス団地）
馬島由美子 高野台西６丁目
五嶌幸夫 高野台東１､ ２丁目

冨澤啓子
高野台南２丁目８～ 13番、
高野台南４丁目、高野台南
５丁目２～ 10番

菊地豊明
高野台南１丁目､ 高野台南
２丁目１～７番、高野台南
３丁目(ﾏﾝｼｮﾝ除く)

（調整中）
高野台南３丁目

（ サ ン ラ イ ト･グ リ ー ン ス
テージ）

（調整中） 高野台南３丁目（シーアイ
マンション・杉戸住宅）

中村勘一 大字下高野（上株）
樋口吾郎 大字下高野（宮の下、中志）

（調整中） 高野団地
鈴木薫 大字下高野（下株、佐内新田）
中村一美 大栄団地

（調整中） むさし堤団地
小林勉 大字下高野（小谷堀）、茨島、

大島
小暮正幸 上杉戸
安良賀典子 上杉戸（県営とねり団地）

（調整中） 上杉戸
（太平ガーデンヒルズ）

高橋惠子 横町（杉戸１､ ２､ ７丁目、５ 
丁目１番～４番、６丁目５番）

高岡沙智子 横町（杉戸１､２､７丁目、５
丁目１番～４番、６丁目５番）

（調整中） 杉戸５丁目
（１番～４番を除く）

氏名 担当区域
（調整中） 杉戸６丁目（５番を除く）
齋藤幸雄 十八丁、内田４丁目（４番、

５番、６番、12番）
齋藤博雄 内田４丁目

（４番、５番、６番、12番を除く）
河野秀巳 与左ヱ門、内田３丁目
和田美和子 フレッシュタウン（2000番台）
松野まゆみ フレッシュタウン（3000番台）
齋藤昭夫 河原（杉戸１､ ４丁目）
熊倉民江 愛宕町

（杉戸１､２､３､４丁目の一部）
（調整中） 愛宕町

（内田１、２丁目の一部）
大串育代 寿町（杉戸３、４丁目の一部）
藤田静枝 本町（杉戸２、３丁目）
梨本和子 本町（内田２、３丁目の一部）
矢吹弥生 内田団地

（調整中） 新町（杉戸２、３丁目）、
清地１丁目９番の一部

松村美知子
上・中清地（清地１丁目９
番の一部除く）、内田２丁目
14、15番

関根真弓 倉松１丁目
（調整中） 下清地（清地１､２丁目の一部）
（調整中） 清地４丁目、

５丁目１､ ２､ 20 ～ 23番
（調整中） 清地５丁目３～６､ 13 ～19番
小川禎美 清地５丁目７～12番、

清地６丁目１～４番
比田井正子 清地２丁目６～16番、

清地６丁目13 ～16番
（調整中） 清地６丁目５～ 12番
小山由美子 清地３丁目１～３､７､８､20

～24番
鈴木千代子 清地３丁目４～６､ ９～12番、

清地６丁目17～27番
輪島実知子 清地３丁目13～19番
武井春雄 大字清地（豊後）

氏名 担当区域
伊勢和江 倉松２丁目
浅野初江 倉松３丁目
櫻井明美 倉松４丁目､ 倉松３丁目の

一部､ 大字倉松の一部
林かほる 倉松５丁目、大字倉松の一部
柳井秀明 大字本島
富澤ふさ子 大字遠野、大字広戸沼
井上正男 大字佐左ヱ門
武井清美 大字並塚
渡邉茂子 大字才羽
秋山廣子 大字北蓮沼、大字大塚
高橋清子 大字堤根

（宮内、源内、藤搦、倉持）
嶋﨑光男 大字堤根（諏訪､桑崎､三俣）、

本郷（榎戸、隼人）
岩阪真弓 大字堤根（上、中、下本村）
髙橋啓子 大字堤根（上新田、上・下蔵久）
折原奈緖美 大字本郷（榎戸、隼人を除く）
赤沼公子 大字本郷（榎戸、隼人を除く）
田中和男 大字目沼、大字木津内

（調整中） 大字宮前
森田登實子 大字宮前

（緑ケ丘第４､５､６､８､９班）
（調整中） 大字鷲巣
赤井順子 大字鷲巣（矢畑、堀口）
小島俊子 大字木野川

（調整中） 木野川団地
（調整中） 大字屏風、大字深輪
須賀澄代 大字椿

◆主任児童委員
大越佳代子 杉戸中学校区
古澤さとみ 杉戸南中学校区
鈴木惠子 杉戸南中学校区

実施期間　１月16日㈮～２月16日㈪
閲覧場所　�町ホームページ、建築課窓口、行政情報コーナー（役場本庁舎１階）、すぎとピア、各公民館、杉戸町コミュ

ニティセンター、生涯学習センター、エコ・スポいずみ、深輪産業団地地区センター、高野農村センター
（施設の閉庁時間、閉館日を除く）

提出先・問合せ 　〒345-8502 杉戸町清地２－９－29 
　　　　　　　　  建築課 開発建築指導担当 内線345
　　　　　　　　  FAX（33）2958、✉kenchiku@town.sugito.lg.jp

杉戸町建築物耐震改修促進計画（素案） 　令和３年度に策定した杉戸町建築物耐震改修
促進計画の見直しをするため「杉戸町建築物耐
震改修促進計画（素案）」を公表します。

■ご意見の提出方法
◦�町ホームページから電子申請による提出
◦�住所・氏名・電話番号を明記し、提出先

へ持参・郵送・FAX・電子メールによる提出
※�電話等による口頭でのご意見はお受けできませんの

で、ご了承ください。

■ご意見の取り扱い
◦�ご意見は必要に応じて反映させていただきます。
◦�ご意見の個別回答や書類等の返却はしませんの

でご了承ください。
◦�意見募集結果の公表に際し、ご意見の内容以外
（住所・氏名等）は公表しません。

※ご提出の際の注意事項
●�住所・氏名・電話番号を必ずご記入

ください。連絡先が未記入の場合、
お寄せいただいた貴重な意見に対し
て回答することができません。

●�ご質問などに対する回答は、内容に
より時間を要する場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

●�町の施設・窓口のご案内、各種手続
や業務に関するお問合せなどは、直
接担当課へご連絡ください。

　町では、皆さんのご提案・ご意見を、町の業務改善や政策に活かすため、「町長への手紙」「町長へのメール」「町
長へのFAX」を実施しています。

■町長へのご提言・ご意見はこちらまで
◆町長への手紙
　�「町長への手紙」の便箋と封筒、投函箱が役場や各公民館に備え

てあります。ご記入の上、各施設の投函箱にご提出ください。
◆町長へのメール
　町ホームページの専用フォームから送信ください。
　　　　　　　　　　町ホームページ専用フォーム▶
◆町長へのFAX
　�送信用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号を記入の上、

送信ください。　FAX番号（33）4550

秘書広報課 広報広聴担当 内線286問合せ町長への提言をお寄せください

6広報すぎと広報すぎと　令和8年（2026年）1月号　令和8年（2026年）1月号7 広報すぎと広報すぎと　令和8年（2026年）1月号　令和8年（2026年）1月号


